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 計画の推進体制 

本章では、本計画を運用していくにあたっての計画進捗状況の評価体制や PDCA サイクルによる評

価・検証方法、今後計画期間内における協議会の想定実施スケジュールを整理します。 

 

７-1 計画推進状況の評価推進体制 

施策を継続的に展開していくにあたっては、６-１で示した評価指標及び数値目標に基づき、定期的

なモニタリングを通じて、施策の実施効果や変化する社会情勢との適合性等を検証・評価し、適宜・適

切に計画の見直しを行うことが重要です。 

これら目標の評価にあたっては、本計画の策定で協議を行ってきた、「津別町地域公共交通活性化協

議会」で行うこととし、７-２に示す PDCA サイクルにより評価・検証を行います。また、継続的に評

価・検証を行うため、７-３に示す今後の協議会開催スケジュールに基づき、実施します。 

加えて、本計画の目標を実現するにあたっては、本町や交通事業者のみならず、各種団体などを含め

た地域住民の理解と参加、協力が不可欠であり、地域の一人一人が主体的に考えて取り組むことが重要

です。そのため、各関係者の役割を明確化にし、それぞれが主体的に実施することで、本町における持

続可能な公共交通網の構築を行います。 

 

表 ７-1 計画推進状況の評価体制（津別町地域公共交通活性化協議会委員名簿） 

委員 位置付け 所属 

１号委員 運輸局 北海道運輸局 北見運輸支局 

２号委員 北海道 オホーツク総合振興局 地域政策課 

３号委員 交通事業関係者 北海道北見バス株式会社、有限会社津別ハイヤー 

４号委員 道路管理者 網走開発建設部北見道路事務所、網走建設管理部事業課 

５号委員 警察 北海道北見方面本部美幌警察署 

６号委員 地域住民・利用者代表 
津別町商工会、自治会女性部連絡協議会、 

津別町 PTA連合会 

７号委員 地域福祉従事者 一般社会福祉法人津別町社会福祉協議会 

８号委員 有識者 ＮＰＯ法人まちづくり支援センター 

９号委員 自家用有償運送関係  

１０号委員 スクールバス運行受託者 株式会社津別町振興公社 

１１号委員 交通事業労働組合 私鉄総連北見バス支部 

１２号委員 町長が指名する職員 
津別町役場 副町長、保健福祉課、産業振興課、 

住民企画課、生涯学習課 

事務局 津別町役場 建設課 

 

表 ７-2 計画の推進に向けた各関係者の役割及びその内容 

関係者 役割 内容 

地域住民 積極的な利用等 
公共交通の積極的な利用、利用促進策の積極的な実施、公共交

通に対する改善策等の積極的な要望等 

交通事業者 安全な運行等 バス路線の安全な運行、運行実績等のモニタリングへの協力等 

津別町 事業の検討・実施等 地域のニーズ把握、各種交通施策の実施、資金の調達等 
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７-2 評価・検証に向けたＰＤＣＡサイクルの構築 

計画の推進にあたっては、計画期間（５年間）における事業実施状況や目標達成状況の評価・検証を

行う「大きな PDCA サイクル」と、毎年のモニタリングを中心とした「小さな PDCA サイクル」を組

み合せることで、計画の達成に向けた継続的な改善を推進します。 

「小さな PDCA サイクル」では、施策ごとの目標値を基に、事業の実施内容の改善・見直しを毎年

行い、「大きな PDCA サイクル」では、毎年の評価・検証を基に、必要に応じて計画内容の見直しを行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７-１ PDCA サイクルによる評価・検証 
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７-3 今後の協議会開催スケジュール（予定） 

適切な事業実施及び計画推進に向けた継続的な PDCA サイクルを行うため、以下のスケジュールで

「津別町地域公共交通活性化協議会」を開催します。 

なお、毎年の事業の評価・検証結果により、事業の改善や見直しが必要になった場合は、以下のスケ

ジュールとは別に協議会を開催し協議を行うなど、柔軟な対応を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７-２ 計画期間における協議会開催スケジュール（予定） 
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「津別町地域公共交通アドバイザーからの一言」 

津別町のような人口が極めて少ない過疎のまちでは、従来型の公共交通は馴染まなかったところ

ですが、逆に小さなまちだからこそ町民の移動実態や動向、意向を理解することが容易となりま

す。個人の価値観やライフスタイルなど個性が認め合える社会づくりが求められている中で、今回

の計画では、町民一人ひとりの考えを尊重し、町民にあった地域公共交通を自らデザインして移動

の選択肢を提供できる取り組みを推進していくことを目標としました。そのため、町民や交通事業

者等、関係する皆さんと積極的に意見交換を行い、また考えるだけではなく行動する、実験する、

評価するといった地道なプロセスをたどりました。 

そうしたプロセスを通じて、地域公共交通が地域経済の活性化や高齢者の健康増進等、津別町が

将来にわたって成長していく活力づくりを支えることができると確信しています。 



 

 

 

 

 


